
総

務

省

組

織

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

参

照

条

文

○

国

家

行

政

組

織

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

号

）

（

抄

）

（

官

房

及

び

局

の

所

掌

に

属

し

な

い

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

職

等

）

第

二

十

条

各

省

に

は

、

特

に

必

要

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

官

房

及

び

局

の

所

掌

に

属

し

な

い

事

務

の

能

率

的

な

遂

行

の

た

め

こ

れ

を

所

掌

す

る

職

で

局

長

に

準

ず

る

も

の

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

し

、

そ

の

設

置

、

職

務

及

び

定

数

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

２

（

略

）

３

各

省

及

び

各

庁

（

実

施

庁

を

除

く

。

）

に

は

、

特

に

必

要

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

前

二

項

の

職

の

つ

か

さ

ど

る

職

務

の

全

部

又

は

一

部

を

助

け

る

職

で

課

長

に

準

ず

る

も

の

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

し

、

そ

の

設

置

、

職

務

及

び

定

数

は

、

政

令

で

こ

れ

を

定

め

る

。

４

（

略

）

○

総

務

省

組

織

令

（

平

成

十

二

年

政

令

第

二

百

四

十

六

号

）

（

抄

）

（

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

統

括

官

の

職

務

）

第

十

五

条

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

統

括

官

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

情

報

の

電

磁

的

流

通

に

お

け

る

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

（

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

基

本

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

百

四

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

を

い

う

。

第

三

号

及

び

第

十

八

条

第

五

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

確

保

に

関

す

る

こ

と

。

二

情

報

の

電

磁

的

流

通

に

お

け

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

こ

と

。

三

総

務

省

の

所

掌

事

務

に

関

す

る

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

確

保

に

関

す

る

事

務

の

総

括

に

関

す

る

こ

と

。

（

参

事

官

）

第

百

二

十

条

本

省

に

、

参

事

官

二

人

を

置

く

。

２

参

事

官

は

、

命

を

受

け

て

、

サ

イ

バ

ー

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

統

括

官

の

つ

か

さ

ど

る

職

務

を

助

け

る

。


